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第 6章 その他統計・資料

（参考）特許料等の減免措置一覧表（２０１７年４月１日現在）

減免対象者 根拠法令

 中小ベンチャー企業・小規模企業等

 （※平成２６年４月から平成３０年３月まで
に特許の審査請求又は国際出願を行う場合に限
る。）

産業競争力強化法第７５条

 個人（所得税非課税者等）
 特許法第１０９条、第１９５条の２
 実用新案法第３２条の２、第５４条

 法人（非課税法人等）  特許法第１０９条、第１９５条の２

 研究開発型中小企業
 産業技術力強化法第１８条

 中小ものづくり高度化法＊２第９条

 アジア拠点化推進法＊３第１０条

 アカデミック・ディスカウント

（大学等
＊１

、大学等の研究者）

 独立行政法人
＊１

 公設試験研究機関

 地方独立行政法人

 承認ＴＬＯ
＊１

  ＴＬＯ法
＊４

第８条

 認定ＴＬＯ
＊１

 ＴＬＯ法
＊４

第１３条

＊１　料金が免除となる場合があります。詳細は下記の表を御覧ください。

＊２　中小ものづくり高度化法：中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

＊３　アジア拠点化推進法：特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

＊４　ＴＬＯ法：大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

※料金の免除対象一覧

                      出 願 日
 対　象

～Ｈ１６.３.３１ Ｈ１６.４.１～Ｈ１９.３.３１ Ｈ１９.４.１～

 国

 国の試験研究機関から権利を
 譲り受けた認定ＴＬＯ

 国立大学法人
 大学共同利用機関法人
 (独)国立高等専門学校機構

 ※上記「アカデミック・ディスカ
 　ウント」による減免措置の対象

 国立大学法人、大学共同利用機
 関法人、(独)国立高等専門学校
 機構から権利を譲り受けた承認
 ＴＬＯ

 ※上記「承認ＴＬＯ」を対象とし
 　た減免措置の対象

 Ｈ１６.３.３１時点で特許法施
 行令に指定されていた独立行政
 法人

 免除（特許・実用新案・意匠・商標）

 ＜改正法
＊５

附則第２～５条＞

 国立大学、独立行政法人から権
 利を譲り受けた認定ＴＬＯ

 免除（特許・実用新案）
 ＜改正法附則第８条＞

＊５　特許法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第４７号） 問合せ先：総務課

 ※上記「承認ＴＬＯ」又は「認定ＴＬＯ」を対象とした減免措置の対象

 ＜特許＞
 　審査請求料：免除又は半額軽減
 　特許料(第１～３年分)：免除又は半額軽減
 　特許料(第４～１０年分)：半額軽減

 ＜実用新案＞
 　実用新案技術評価請求料：免除又は半額軽減
 　登録料(第１～３年分)：免除又は３年間猶予

 ＜特許＞
   審査請求料：半額軽減
　 特許料(第１～１０年分)：半額軽減

措置内容

 ※上記「独立行政法人」を対象とした減免措置の対象

 免除（特許）
 ＜ＴＬＯ法附則第３条＞

 産業技術力強化法第１７条

 免除（特許・実用新案・意匠・商標）

 免除（特許・実用新案）＜ＴＬＯ法第１２条＞

 免除（特許）
 ＜産業技術力強化法附則第３条＞

 ＜特許＞
   審査請求料：１／３に軽減
　 特許料(第１～１０年分)：１／３に軽減
　 調査手数料・送付手数料：１／３に軽減
　 予備審査手数料：１／３に軽減




